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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、CT 造影（脳槽）は、複数回撮影を行っても一連として算

定は 1回のみ認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 脳槽造影 CT は、腰椎くも膜下腔に造影剤を注入し、一般的に 3、6、

24、48 時間に撮影が行われるが、これは傷病の診断を行うために予定さ

れる一連の経過の間に行われる撮影と考えられるため、複数回の撮影を実

施しても一連として取扱い、算定は 1回のみ認められると整理した。 

 


